
 

デジタル・イノベーション人材育成事業（公募型プロポーザル方式） 

業務委託候補者選定基準 

 

デジタル・イノベーション人材育成事業における委託候補者の選定に関し、以下のとおり定める

ものとする。 

 

１ 委託候補者の選定方法 

（１）デジタル・イノベーション人材育成事業業務委託候補者選定審査会設置要綱に規定する各

委員が、参加表明者から提出された提案書等及びプレゼンテーション等の内容に基づき、

下記「２ 評価の手順」に従い評価を行う。 

（２）評価合計の最高得点者を委託候補者として選定する。ただし、最高得点者が複数者いる場

合は、その中から審査会の議決により選定する。 

（３）提案内容の評価点が満点の６０パーセント未満である場合は、要求する水準に満たないも

のとして委託候補者の選定に至らないものとする。 

 

２ 評価の手順 

（１）事務局は、提案書受付時に提示金額が委託金額の上限額以内であるかを確認し、上限額を

超えている場合は、その提案書を失格とする。 

（２）委員は、提案書類の記載内容を確認し、審査会にてヒアリング（プレゼンテーション）を

実施する。 

（３）委員は、次に掲げる審査項目及び評価基準に基づき評価を行う。 

（４）事務局は、審査項目ごとに各委員の採点を平均（小数点第２位以下切り捨て）し、合計し

た点数を参加表明者の得点とする。 

【審査項目】 
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【評価基準】 

審査項目１～３について（各委員が直接採点） 

 10点満点 25点満点 30点満点 

きわめて優れている 9~10 21～25 25～30 

優れている 7~8 16～20 19～24 

普通 5~6 11～15 13～18 

やや劣る 3~4 6～10 7～12 

劣る 1~2 1～5 1～6 

  

 

 


